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東京都市計画道路幹線街路補助線街路第７６号線の変更について（東京都決定） 

 

１ 変更概要 

 東京都より、東京都市計画道路幹線街路補助線街路第７６号線のうち未着手となって

いる隅切りについて、現況において、都道における道路構造の技術的基準に関する条例

等に定める標準隅切り長を満たしていることが確認されたため、現道合わせとする都市

計画変更案（東京都決定）が示された。 

 また、平成１０年の都市計画法改正に伴い、車線数を定めるよう努めることが同法施

行令で規定されたことを受け、全線に渡り車線数を２車線及び４車線に決定する都市計

画変更案についても併せて示されている。 

 なお、今回の都市計画変更案については、都市計画法第２１条第２項において準用す

る同法第１８条第１項の規定により、東京都から中野区に対する意見照会があったもの

である。 

 

２ 都市計画の案 

別紙（総括図、計画書、計画図） 

 

３ 中野区に係る変更内容 

⚫ 隅切り部の現道合わせ 

（中野区においては松が丘二丁目、江古田二丁目、江古田四丁目及び沼袋二丁目各地

内） 

⚫ 車線数の決定  

変更前：未指定 ⇒ 変更後：２車線 

（中野区においては江古田一丁目から鷺宮六丁目までの区間） 

 

４ 経過及び今後のスケジュール 

令和６年 ３月  都市計画素案説明会（オープンハウス形式） 

        ６月  都市計画案の縦覧・意見募集 

９月  東京都都市計画審議会（諮問） 

１０月  都市計画決定及び告示 



東京都市計画道路幹線街路補助線街路第７６号線
変更区間

〔東京都決定〕
縮尺 一万分の一東京都市計画道路幹線街路補助線街路第７６号線　総括図１



東京都市計画道路幹線街路補助線街路第７６号線
変更区間

〔東京都決定〕
縮尺 八千分の一東京都市計画道路幹線街路補助線街路第７６号線　総括図２



東京都市計画道路幹線街路補助線街路第７６号線
変更区間

〔東京都決定〕
縮尺 八千分の一東京都市計画道路幹線街路補助線街路第７６号線　総括図３





東京都市計画道路幹線街路補助線街路第７６号線
変更区間

区域変更箇所

東京都市計画道路幹線街路補助線街路第７６号線　総括図５
〔東京都決定〕

縮尺 七千分の一



東京都市計画道路幹線街路補助線街路第７６号線
変更区間

東京都市計画道路幹線街路補助線街路第７６号線　総括図６
〔東京都決定〕

縮尺 七千分の一







東京都市計画道路の変更（東京都決定） 

東京都市計画道路中、幹線街路補助線街路第 76号線を次のように変更する。 

種 

別 

名 称 位 置 区 域 構 造 備 考 

番 号 路線名 起 点 終 点 主な経過地 延 長 構造形式 車線の数 幅 員 
地表式の区間における鉄道等との交差の

構造 
 

幹 

線 

街 

路 

補 76 
補助線街路 

第 76号線 

文京区 

音羽一丁目 

練馬区 

関町北四丁目 

豊島区 

目白一丁目 

新宿区 

下落合三丁目 

約15,290ｍ 地表式 ２車線 15ｍ 

東日本旅客鉄道山手線、東日本旅客

鉄道赤羽線と立体交差 

自動車専用道路と立体交差３箇所 

幹線街路環状第４号線と立体交差 

幹線街路環状第５号線の１と立体交差 

幹線街路補助線街路第 171 号線と立体交差 

幹線街路環状第７号線と立体交差 

幹線街路環状第８号線と立体交差 

幹線街路と平面交差15箇所 

 

車線の数の内訳 
４車線 約3,170ｍ   

２車線  約12,120ｍ   

そ の 他   

「区域及び構造は、計画図表示のとおり」 

 

理 由：必要な隅切り長を満たしていることが確認されたことから、一部区域等を変更する。 

 

変 更 概 要 

名     称 変   更   事   項 

補助線街路第 76号線 

１ 延長の変更   延長約 15,240ｍ → 約 15,290ｍ  

２ 一部区域の変更 新宿区西落合一丁目、西落合二丁目、西落合三丁目、中野区松が丘二丁目、 

江古田二丁目、江古田四丁目及び沼袋二丁目各地内 

３ 車線の数の決定 ２車線（一部、４車線） 

 





 

位置図 
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計画概要図 
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